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は じめに

今 日の教育改革については、昭和59年 に発足 した臨時教育審議会の四次にわたる答申にそ

の方向性がみ られる。その後、平成元年には、第14期 中央教育審議会が発足 し、3年 間の審

議を経て、 「新 しい時代に対応す る教育の諸制度の改革 について」、平成3年4月 、文部大臣

に答申を行った。文部省は、 この答申の内容を施策化す るため、高等学校教育の改革の推進に

関する会議を設置 し検討を重ね、平成5年3月 に、所要の制度改正を行い、総合学科高校や全

日制単位制高校の設置を可能 とするとともに、学校間連携、専修学校 における学習成果の単位

認定や技能審査の成果の単位認定な どを可能とした。まさに、高等学校教育を一層多様化 ・弾

力化することができる条件が整備されたといえる。

このような中、平成7年 度教育経営部会では、 「連携」をキーワー ドとした2つ のテーマを

選択するに至 った。1つ は、新 しい学校制度を踏まえた、縦軸連携の都立中高一貫6年 制学校

である。1つ は、既存の制度の中で科 目選択の拡大をね らった、横軸の学校間連携である。
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1.主 題設 定 の理 由

都教育委員会では、多様な生徒の特性や進路希望などに対応 した都立高校や特色ある都立高

校について、長年検討を重ねてきた。その結果、普通科高校への コース制の導入を行 うととも

に、新 しいタイプの高校として都立国際高校(平 成元年度)、 単位制による定時制通信制の課

程を持つ都立新宿山吹高校(平 成3年 度)を 開校 した。また、平成8年 度には、東京都で初の

総合学科高校 と して都立晴海総合高校や単位制による全 日制課程の都立飛鳥高校 も開校する。

私立学校では、以前か ら、生徒の進路実現を図るたあ、中高一貫による教育を実施 して人気

を集めてきた。都内には、平成8年 度に、新たに10校 の中高一貫の私立学校が開校予定であ

り、その数は合計171校 となる。公立学校では、 これ まで中高一貫教育を行 っている学校は

国立大学の附属校だけであ ったが、平成6年 度、宮崎県で、都道府県立 としては初あて、宮崎

県立五 ヶ瀬中学校 ・高等学校を開校 した。

東京都でも、これまで都立の中高一貫6年 制高等学校について様々な研究がなされてきたが、

開校までには至 っていない。

現在、都立高校が社会や時代の変化に対応 しきれず、都民の期待に応えきれていないという

指摘が従来に増 して厳 しくなってきており、都立高校の在 り方の抜本的な転換が求あ られてい

る。都立高校への都民の期待は、豊かな人間性 と学力を身 に付け、社会の変化に主体的に対応

できる生徒を送 り出せる学校の存在である。都立中高一一貫6年 制学校は都民の期待に応える新

しいタイプの学校の一つ と考え られる。

そこで、今回の教育経営部会では、生徒が充実 した学校生活を送れ、主体的にそれぞれの進
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路を実現できる都立中高一貫6年 制学校の設立に向けて具体的に研究を進めた。都立中高一貫

6年 制学校の主眼は、6年 間の計画的 ・継続的な教育による、生徒の進路実現 と豊かな人間性

の育成の二点にあると考えている。

構造図
「 都立 中高一貫6年 制 学校 の ね らい ・

1.生 徒の能力 ・適性 に対応す る新 しい タイプの学校

2.充 実 した中高一・貫 教育

3.人 間 としての在 り方生き方に関す る教育の推進

4.豊 かな人間性の育成
LJ

一 設置の背景 「 ・ 設 置 の 意 義 、

1.新 しい時代 に対応す る教育 改革 1.中 等教育 改善の たあの モデル 校

2.6・3・3制 の 見 直 し 2.都 民の期待に応える都立学校

3.中 学校 と高等学校の接続の円滑化 3.生 徒減少期における中等教育の質的改善

4.都 立学校 への都 民の期待
」 」

4.能 力 ・適性 に対応す る進路 指 導
し

一 設置形態, ・ 入 学 者 選 抜 ・

1.都 立 中高一貫6年 制 学校 1.学 区か らの 出願

2.附 属 中学校の形態 を と らず 、 同一 2.男 女 同数 定員制

敷地内 ・同一校舎内で生徒を教育 3.国 語 ・算 数の学力検 査 お よび抽選(中 学校)

3.各 学 区1校
______

4.都 立高校 の入学検 査 に準ず る(高 等学校)
し 」

一 教育課程 ・ 一 指導方法の特色 ・

1.中 高一 貫教育 の教育課程 の編 成 1.系 統 的、継続 的な進路 指導 の充実

2.進 路指導に対応する教育課程 (その他特に必要な教科 「進路」の設置)
3.人 間 と しての在 り方生 き方 の重視 2.体 験 的、実技 的経験 の 重視

4.基 礎 ・基本の 重視 と個性 の伸長 を 3.異 年齢集団による社会性の育成(課 題研究)

図る選択科 目の設置
」 ♂

4.小 集 団ゼ ミによ る学習方 法 の推進
、

一 課題 、

1.社 会 的評価の在 り方4.適 切な6年 間の教 育課 程の 開発

2.受 験競争の低年齢化を招 くおそれ5.不 適応や進路変更希望者の指導

3.教 職員 の人事 と組織 の在 り方6.そ の他特 に必要 な教科 の評価 方法
L'

ll.設 置 の 背 景 と意 義

1.設 置 の背 景

中高一 貫教育 の必 要性につ いて は、古 くは、昭和41年 の第20回 中央教 育審議会 答 申 「後

期 中等教 育拡充整備 について 」や、 昭和46年 の第22回 中央教 育審 議会答 申 「今後 におけ る

学 校教育 の総合 的な拡充整備 のため の基本 的政 策 につ いて」 において指 摘 され てい る。

その後 、昭和60年6月 の 臨時教育 審議会 の第一次答 申において、 再度、 この ことの必 要性
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が指摘 された。 この第 一次答 申は、 現行 の 中学校教 育 と高等学校 教育 を統 合 し、 これ を青年期

の教 育 と して一貫 して行 う ことによ り、生徒の個性 の伸長 を継続 的、発 展的 に図る こ とを 目指

す新 しい学校 と して 、地方公 共団体 、学校 法人 な どの判 断 によ り、6年 制 中等学校 が設 置で き

る よう提言 して いる。 同答 申 は6年 制 中等学校 には、次 の ような長所 があ る と して いる。

(1)6年 間にわた る計画 的、継 続的な教育 ・指導 に よって、 効率 的、一貫 的な教育 を行 うこと

がで きる。

(2)中 等教育 を前期 ・後 期の3年 の短期 間に 区切 る ことな く、6年 間 とす る ことに よ り、 中学

校 教育 と高等学校教 育 の接続を 円滑 に し、落 ち着 いた、 安定 的な学校生 活を過 ごす ことが

で きる。

但 し、 同答 申は次 の よ うな留意すべ き点が ある こ とも指 摘 してい る。

(1)中 学校教 育か ら高等 学校教 育への節 目がな くな り、変化 を もたせ に く く、 中だるみが生 じ

やす い こと。

(2)進 路選択 時期が早 ま るおそれがあ るこ と。

しか し、 こう した留 意点 に もかか わ らず 、昭和63年3月 の 中等教育 改革 の推進 に 関す る調

査研究協力 者会議の 「6年 制 中等学校(仮 称)の 在 り方 と課 題 について(審 議の と りま とあ)」

な どが報告 されて いるの は、6年 制 中等学 校の設 置が 中等教 育改 善の たあの一一つ の有効な方 法

であ ると考 え られて いたか らであ る。

また、今年4月 には、文部 大臣か ら 「二 十一世紀 を展望 したわ が国の教育 の在 り方 につ いて 」

の諮問を受 けた第15期 中央教 育審議会が 発足 し、 学校間相 互の 接続 につ いて、 いか に改善 し、

過 度の受験競 争の現状 を ど う改善 す るか な どを検討 す る中で、各方 面で も、 中高一 貫6年 制 中

等 学校の意義 につい て議論 してい る。

最近 で は、 中等教育 改善の 国民 の期待 に応え るたあに、 自民党 が6・3・3制 の見 直 しにつ

いて、新進党 が6年 制 中等学校 の設置 につ いて、研究 し提言 を してい る。 また、6年 制 中等 学

校 の設 置の声 は経済 界(日 経連会長 、 日本経済 調査協議 会)やPTA(日 本PTA全 国協議会

会長)か らもあが って いる。

東京 都 においては、 昭和34年 に、東京都立 世 田谷工 業高校 付属 中学校が 開設 され 中高一貫

による教育を実 施 して いた時期 もあ ったが、生徒 減少等 の理 由に よ り昭和48年3月 に閉校 と

な った。その後 、昭和58年 に、教育庁 内 に設 置 され た高等学校 教育 改善推進 本部や都 立教育

研究所等 で、都立 の 中 ・高 一貫6年 制 高等学校 につ いて検 討が な され て きた。

2.設 置 の 意 義

これ まで も、東京都 で は高校教育 の改 善のため に様 々な施策 が行 われ て きた。 しか しなが ら、

一定数 の都立高校 では
、生徒 指導の充実 に重点 を置か ざるを得 ない状況 にあ り、多様 な生 徒の

能 力 ・適 性 に対応 でき る都 立高校が多数 あ るとは必 ず しも言い難 い。 この原 因 は、教職員 の努

力不 足 もあ るだ ろ うが、従来 の教 育制度 に もあ る と思われ る。高 校教育 の改善 をよ り…層推 進

す るたあ には、計画 的、継続 的な教育 ・指導を行 うことによ り、 生徒の能力 ・適性 に対応 して

それ を適切 に伸長す ることがで きる都立 中高一貫6年 制学 校の設 置は急務 であ る。 また、 この

ことは、都民 の都立 高校 に対 す る期待 に十分応 え る もの と考え る。
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111.教 育 課 程

1.教 育 課程 のね らい

都立中高一貫6年 制学校における教育課程は、中学校の教育課程と高校の教育課程 とを有機

的に接続 させ ることが必要であると考え、おおむね次のように4期 に分けた。なお、異年齢集

団による活動が重要であるので、各期において、特別活動の一環 として ワークショップを導入

す ることに した。

時期

1期

H期

盈期

IV期

学 年

第1学 年

(中学1年)

第2・3学 年

(中 学2・3年)

発 達 段 階

自 己 観 察

理 解 定 着

第4・5学 年

(高 校1・2年)

発 展 伸 長

特 に 留 意 し た 点

入学時における生徒の様 々な不安を早期に取 り除き、

将来の見通 しが容易に立て られるように 「進路」とい う

教科を導入する。 「進路」では、 自分の進路について興

味 ・関心を抱き、進路などの情報を的確に理解す るたあ

の工夫を凝 らす。さらに、情報化社会 ・国際化社会に対

応す るため、中学段階から情報の収集に必要な能力 ・技

術を身に付けるよう、技術 ・家庭科の中で情報に関す る

基礎を学ぶ。

生徒 が将来 、 自分の進路 にあ った選択科 目を選 び、 効

果 的 に学 習す るための 基礎 を養 う時期で あ る。特 に英 語

・国語 ・数学 について は基 礎力充 実の ため、 内容を精 選

し、単位 数の調 整をす る。

「進路 」で は、人 間 と して の在 り方生 き方 を学ぶ とと

もに、 自 らの進 路 につ いて考 え るこ とを 目標 とす る。 さ

らに、 高校 にお けるホー ムル ーム活動 の基礎 とす る。

中学 との密 接な連携 を図 り、教科 内容 の重複 部分 を省

き、 時間の ゆ と りを生 み 出す 。 この よ うな 時間を利 用す

るこ とに よ り、一層 、基礎 的な学力 の充 実 を図 る ことが

可能 とな る。

また、習熟度 別 ク ラス編成 に よ り、生 徒一人 一人 にあ

った学力 向上 を図 る。 そ して 早期 に基礎 ・基本 を充 実 さ

せ 、応用 へ とつ な げる ことを 目標 とす る。

第6学 年

(高校3年)

1多 様な選択科 目において、生徒の特性や進路希望など
I
Iに応 じて、小集 団 によ るゼ ミ形式の授業 を展 開 し、個 性

にあ った科 目を履修す るこ とがで きるよ うにす る。 その

…自 己 実 現 ため普通 科の科 目に とどま らず 商業系 ・工業系 の科 目 も

:履修 で き るよ う多様 な選択 科 目を設 ける。生徒 は、様 々
　

1科目を履修する中で 自己の生き方を深 く考えることので
ト

iき る時期 で ある。 また、保 護者 を交え た三者面 談を 重視

iし、生徒 一人一 人の 自己実現 に努 あ る。
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2.そ の他 特 に必要 な教 科 「進 路」 の設 置 と ワー クシ ョップ

現在の中等教育は中学校 と高校に分離されてお り、中学校の進路指導はやや もすると高校の

受験指導に陥 りがちである。高校の進路指導は十分な時間が確保できない等の理由により、生

徒 に職業意識や将来の進路に対する展望を見定あさせ るのが難 しい。そのため、中学校 と高校

を接続 して、系統的 ・継続的な進路指導を実施する。上級学校に進学す る生徒にも、将来の職

業人と しての 自覚を持たせるたあに、教科 「進路」、科 目 「進路1」 ～ 「進路V」 を設置する。

また、特別活動の中にワークショップを設け、生徒は、1年 から5年 までの異年齢集団(1

グループ20人)で 、課題(生 産的活動、創造的活動、調査 ・研究的活動)を 自主的に設定 し、

研究発表する。生徒 はこの活動を通 して、集団内での望ま しい人間関係を作 り、協力の精神を

培い、生徒相互の連帯感を深あるとともに、社会性を陶冶する。

学 特 色 あ る 教 科 「進路」 特別活動
年 科目 項 目 内 容

社会の情報化 コ ンピュー タが 身の 回 りや社会 で どの よ うに利用 され

と人間生活 て いるか につ いて調査 し発表す る。 ワ ー ク シ

進 科学技術の発 コンピュータや通信技術の発達による社会の情報化 と ヨ ップ
1 路 展 と情報化 人 々の生 活の変 化 につ いて理解す る。 1

1 コ ン ピ ュー タ ソフ トウエアの 活用、情 報収集 、分析、処理 及 び情 報 1
の活用 通信 システ ムについて実 習す る。 1
情報化社会の 情報化社会の特質について調査す る。情報化社会の課 1
特質 題 につ いて学習 す る。 1
自己分析 保護者 ・友人の助言、級友同士の他己紹介、適性検査 1

進 な どで、 自己の 性格や適 性を考 え る。 [
2 路 青年期の生 き 討論を中心に青年期の課題について、クラス内や他校 1異

II 方 の生徒 と考え る。 1
職業 と生活 望 ま しい勤労観 、職 業観 につ いて、講義やハ ロー ワー 1年

ク職員 の講 話な どに よ って養 う。 1
科学技術の発 科学技術の発展に伴 う産業、就業構造の変化 について 1齢
展 と産業 調査す る。 1一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

社会の変化 と
一 一 一 一 一 一 一 丁 一-■ ■ 一 一 一 一 一 一 山 山 一 一 一 一 一 一7--　 冒 ■ ■ ■ 一 一 一 一 一 一 一 一-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

高齢化、少子化等による社会の変化 と産業の発展にろr 1集
進 産業 い て 、 調 査 ・発 表 す る。 1

3 路
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一--7冒 ■ ■ 一

産業の発展 と
一 ■ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一-一 ■ ■ 一 一 一 一 一 一 一 一 舳 一 一 一 一 一 一 ■ 一 ■ 一 一 一 一 一 一 一 一 一___一_一 一 一,一 一 一 一 一 一 一 一___一_一 一

産業の発展に伴 う資源、環境問題について電力会社、 1団
皿 資源、環境

1
清掃工場 、 ごみ処分 場等 を見学 ・学習す る。 また、 イ 1

1ン ターネ ッ トで 各国の対応 につ いて調査す る。 i活
産業の発展 と1産 業の発展に伴 う日常生活の問題点(単 身赴任、過労 i
日常生活 死、生 涯学習な ど)を 調 査 ・発表 す る。 【動

日本の文化 とi日 本の文化 や社 会の特質 につ いて、文化人 や留学生 の ー

社 会i話 を聞 く。世界 にお ける 日本の役 割 につ いて考え る。
[

1
進

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 丁 一 一 一7

国際社会 と日
7-一 一 一 一 一 一 　 -■ 一 ■ 一 一 一 一 一 一 『-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 丁-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 一 一-__--r_一_一 一 一,,一 一 一 一 一

国際化における社会の変化について、海外勤務者 との 1
4 路 本 オ ンライ ン等で体験 を 聞 く。通信社 や大使館 訪問、 留 1

N 学生との交流で国際理解を深める。 1
21世 紀 におi国 際社会 にお ける 日本の役 割、進 むべ き方 向につ いて

け る 日本 考え、討論す る。

I

I

5

1
1

11

1

1
1

進

路

進路 と自己実1勤 労体験学習を通 して、人間と しての在 り方生き方に

現iつ いて考 え る。上級 学校 訪問、卒業 生の講話 、進 路 の
il

l
v 1講 話等 を基 に ライ フプ ラ ンを考え る。 自己実 現の ため ↓

の学習計画を作る。1
*6年 次 は生徒 の興味 ・関心 に応 じて、多 様 な選択 科 目を設置 し、授業 は示 集 団ゼ ミで行 う。

「進路 」の教員 の指導体制 や評価 につ いて は今 後の課題 とす る。
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3.都 立中高一貫6年 制学校の教育課程表

[中 学 の部][高 校の 部3

教科 (科 目) 標準
単位

1年 2年 3年 教科 科 目 標準
単位

4年 5年 6年

必修 必修 必修 必修 必修 必選 必修 選択

国

語

国 語 5 5

国

語

国 語1 4 4

国 語 4 5 国 語H 4 2

国 語 4 5 現 代 文 4 2 2

国語表現 2 2

古 典1 3 3 2

古 典H 3 3

古典講読 2 2

国語演習 2 2

社

会

地 理 4 4 地

歴

地 理B 4 03 2

歴 史 4 4 世界史B 4 3 2

公 民 2 2 日本史B 4 03 2

公
民

政治・繍 2 2 2

倫 理 2 2 2

数

学

数 学 3 3

数

学

数 学1 4 3 2

数 学 4 4 数 学II 3 3 2

数 学 4 6 数 学 皿 3 3

数 学A 2 2

数 学B 2 2
一

数 学C 2 2

数学演習 3 3

理

科

理 科 3 3

理

科

地学IB 4 3

理 科 3 3
曜

生物IB 4 D3 3

理 科 3 3 化学IB 4 2 1

物理IB 4 D3 3

物 理II 2 3

化 学II 2 3一

地 学H 2 3

生 物H 2 3

保健
体育

保健体育 9 3 3 3 保健
体育

体 育 9 3 3 3 2

保 健 2 1 1

芸
術

音 楽 4 2 1 1 芸
術

芸 術1 2 2 1 2

美 術 4 2 1 1 芸 術H 2 2

芸 術 皿 2 2

外
国
語

英 語 3 4

外

国
語

英 語1 4 4

英 語 3 5 英 語H 4 4 2

英 語 3 5 オーラルC・B 2 2 2一 一

ライティング 4 2 2 2

リーテ"イ ング 4 4 2

技家 蹄 ・家庭 6 2 2 2 家庭 家庭一般 4 2 2 2

進路 進 路 】～皿 1 1 1 工業 工 業 2 2

小 計 29 29 29 商業 商 業 2 2

道 徳 3 1 1 1 進路 進 路W～V 1 1

特別活動 3 1 1 1 小 計 31 25 6 11 7～

ホームルーム濁 1 1 1

総 計 31 3! 31 総 計 32 32 32

*1単 位 は50分 ×35週=1750分 とす る。

*学 期 は前期 及び後期 の2期 制 とす る。 はそ の他の科 目。

*中 学校 ・高校 と もクラブ活動 について は部 活動 代替 で実施す る。
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lV.組 織 ・運 営

1.設 置形態

6年 制中等学校は学校教育法で規定す る学校の種類にはないので、小学校か ら6年 制中等学

校へ進学するコースと、小学校か ら中学校 ・高等学校へ進学す るコース という2つ の流れのあ

る複線型の教育制度は、法律の改正がなければ不可能である。 しか し、地方公共団体が公立学

校を設置できるのであるか ら、東京都立の中学校の設立は可能であると考え られる。そこで、

私たちは都立の中学校 と都立の高校が同一敷地内 ・同一校舎内で一貫教育を行 う形態の都立中

高一一貫6年 制学校を想定 した。

2.学 校 規 模

中学校 の部1学 年3学 級9学 級360名

高校 の部1学 年4学 級12学 級480名 計21学 級840名

いずれ も男女 同数定 員制 とす る。 中学 校 において はテ ィー ム ・テ ィーチ ィ ングや習熟度 別授

業を行 うたあ、4展 開の授業 を実施 して基礎学力 充実を 図 る。

3.学 校数 各学区1校

4.入 学者 選抜

中学校入学希望者には、国語 ・算数の2教 科の学力検査を実施 して選抜する。ただ し、入学

希望者が定員を超えている場合には学力検査によって一定数までその数を減 じ、最終的には、

抽選によって入学候補者を決定する。この方式で、ある程度受験競争の低年齢化を防げると思

われる。なお高等学校入学希望者については、定員40名 の1学 級規模を都立高校の入学検査

に準 じて入学者選抜を実施す る。なお、転 ・編入学については、弾力的に行 う。

5.学 校 の運 営

(1)教 職員 について は、組織 ・運 営上 やカ リキ ュラ ム上必要 な人員 をお く もの とす る。

(2)校 務分 掌 と して教務 部、生 活指導部 、総務部 、進路指導 部な どをお く。

(3)学 年 ・分 掌に各1名 の主任 をお く。

(4)常 設委員 会 と して運 営委員会 、進路企 画委員会 な どをお く。

(5)部 活動代 替 による クラブ活 動 は、 全教 員が いず れかの顧 問 とな って指 導す る もの とす る。

た だ し、必要 な クラブにつ いて は、専門の指 導員 をお く。

6.教 職 員

校長1人 教 頭2人(中 学校、 高校各1)

教員 系(教 諭 、養 護教諭 な ど)

専門系(教 育相談員 、 クラブ指導員 、栄養士 な ど)

技 術系(コ ンピュー タ指導員 な ど)

事務(室)長1人
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V.施 設 ・設 備

1.校 地 ・施 設

校地 ・施設は、都立中高一貫6年 制学校の設置規模が、中学校9学 級、高等学校12学 級の

計21学 級の学校であることか ら、既設の都立高等学校を全面改修する方向で検討 した。

学区内中学校の生徒が、通学できる交通至便な既設校を大規模改修 し、さ らに、必要な施設

等を増築することにす る。 したが って、現行の中学校、高等学校の学校設置基準の校地 ・施設

が必要である。なお、以下は、実際の学校運営に必要 と思われ る施設をまとあた。

都立中高一貫6年 制学校 に必要な施設
〈管理室関係 〉

校長室1応 接室 事務室 用品倉庫 主事室

会議室 小会議室1放 送室1職 員室

警備員室 作法室

職 員 ミーティング ルーム

小会議室 ホール

印刷室[保 健室

〈多 目的教室関係 〉

大講 堂1多 目的ホール1ゼ ミ室(選 択科 目の設置 に必 要な数)

第1視 聴覚室 第1図 書室1第2視 聴覚室 第2図 書館

ミーティンク"ル ーム

自習室1自 習室

〈特別教室関係 〉

物理教室 化学教室 標本室 生物教室 地学教室 第1音 楽室 書道室

地歴教室 資料室 公民教室 第ILL教 室 第1美 術室 被服室 調理室

理科室 社会科室 第2音 楽室 第2LL教 室 第2美 術室 技術科室 家庭科室

職業実習室(工 業)1職 業実習室(商 業)

〈普通教室関係 〉

教 室(1) 教室(2) 教室(3) 教 室(4) 教室(5) 教室(6) 教 室(7) 教室(8)

教 室(9) 教室(10) 教室(11) 教 室(12) 教室(13) 教室(14) 教 室(15) 教室(16)

教 室(17) 教室(18) 教室(19) 教 室(20) 教室(21) 教室(22) 教 室(23) 教室(24)

〈体育施設関係 〉

1第1体 育 館 「第2体 育 館1屋 内 フ.一ル 第1ク"ランド 第2グ ランド

1ト レー ニ ングル ー ム

柔道場1剣 道場

〈情報処理教室 ・各種相談室関係 〉

第1ハ.ソコン室 第2ハ.ソコン室 コンヒ.ユータ室 進 路 相 談 室 進 路 情 報 室 教 育相 談 室

〈広 報 ・生徒会 関係 〉

カ イタ ンス室 ギ ャラ リー 電 子掲示板(複 数設 置)1生 徒会 室 ク ラフハ ウス

〈福利厚生関係 〉

学校食堂 カ フ ェテ リア ふれあい広場
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現行 の 中学校 ・高等学校 の設置基 準の施 設の ほか、知育偏 重 とい った弊害 を さけ、 中高一貫

教育 の特色を 重視 し系統 的 ・継続 的な学習 がで きる施設や生徒 の特性 や進路 選択 に応 じた多様

な選択 科 目が 開講 で きる施設 等が必 要で あ る。

(1)進 路指 導の充実 を図 る施設

生徒 一人一人 の個 性 に応 じた進路 指導 を充実す るたあの進路 相談室 、進路情 報を データベ ー

ス化 した進路情報 室、 自己の将来の展 望 を開かせ る進路 学習 のたあの ゼ ミ室 や職業実 習室等 を

設置す る。

(2)情 報化 、国際化 へ対応 した施設

情報教 育 に対応す るため に最新設備 を導 入 した2つ のパ ソコ ン室 と情 報処理 セ ンターの役割

を持 った コ ンピュー タ室を設 置す る。 また、外国語教育 にか かわ る施設 の充 実 と して2つ のL

L教 室 を設置す る。

(3)多 様 な選択 科 目に対 応 した施 設

多様 な選択科 目を開講す るたあ に、多 数 のゼ ミ室等 の設置 と、 中高一 貫教育 の特色 を生 かす

ため に体 育館、 グラ ン ド等 の体育 施設 や音楽 室、美術 室、パ ソコ ン教室 等の特 別教室 を必 要 に

応 じて 複数設置す る。

(4)特 別活 動、学校行事 の充実 を図 る施 設

異年 齢集団の交流(ワ ー クシ ョップ)、 学校行 事、地 域社会 との連携 や生 涯学習 の場 と して、

ミーテ ィ ングル ーム、多 目的ホール や大講 堂等 を設 置す る。

(5)福 利厚 生施設

生徒 の休息や生徒 間、生徒 と教 師 との コ ミュニケ ー シ ョンの場 として、 あ るい は、栄養 管理 、

健康管 理の施設 と して、食堂 ・カ フ ェテ リア ・ふれ あい広場等 を設置す る。

2.設 備

現行 の設備基準 の ほか、 中高一貫 教育 の特色 を発揮 し、学習 内容 を充 実す るため には、 コ ン

ピュー タネ ッ トワー ク、 マルチ メデ ィア等情 報 システムを は じめ とした設備 が必要 であ る。

(1)コ ン ピュー タLANと イ ンテ リジ ェ ン ト化

大型 コ ンピュータ とパ ソコ ン、 イ ンテ リジェ ン トター ミナル 、ICカ ー ド端末、電子掲 示板

等 のLANシ ステムを構築 し、教育 課程 、 出欠席統計 、成績管 理、事務 手続等 の処理 システ ム

を 導入 しイ ンテ リジェ ン ト化 を図 る。

(2)進 路 指導充実 の設 備

大学、企業 、図書館等 との情報交換 ・連携 の ためのイ ンターネ ッ トの導入 と進路情 報をデ ー

タベー ス化 した シス テムを導入 し校 内LANと も接続 す る。

(3)電 子掲示板、ICカ ー ドの導入

諸行 事 や講座 に関す る情 報の検索 ・提供 や生徒へ の諸連絡 のたあ に、電子掲 示板 やイ ンテ リ

ジ ェン トター ミナル を設 置す る。 また、ICカ ー ドの導入 に よ り出欠管 理、受 講処理 、食堂 の

自動支払等 の処 理 システムを導入す る。 ただ し、 セキ ュ リテ ィシステム は万 全な もの とす る。
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vi.ま と め と今 後 の 課 題

現在、東京都においては、多 くの保護者が経済的負担などを抱えなが らも子 どもを私立 中学

校に進学 させ る現実や、公立中学校か ら私立高等学校へ進学させ る現実を公立学校の関係者は

どのように考えたらよいのか。生徒の能力 ・適性を伸ばす学校は私立学校であるとい う考えが

一般化 しているのではないのか
。現在の都立学校は次代を担う都民の育成 という大きな課題 に

十分に応えていないのではないのか。都立学校 は、都民の税金で運営されている。都立学校 も

生徒の進路実現に責任を持 って応え得る学校でなければな らない。

こうした問題意識を含あて、今回の教育経営部会では、都立中高一貫6年 制学校をテーマの

一っとした。そ して、 中高一貫教育の意義は、6年 間の系統的 ・発展的な進路指導 と豊かな人

間性の育成にあると考えた。

この研究を行 う中で、都立 中高一貫6年 制学校の設置は多 くの課題を抱えていることが分か

か った。一つは法律上 ・制度上の問題点で、学校教育法上、公立中学校の設置義務は市町村 に

課 されているので、 これに該当 しない場合は義務教育費国庫負担の対象にな らないことな どが

あげられる。また、中だるみや早期の進路選択 とい う臨時教育審議会答申で指摘された留意点

も課題である。 さらに、新たな試みに対する保護者や教育関係者の不安やエ リー ト校化への危

惧感などがある。

私たちは、 こうした課題を視野に入れなが ら、様々な検討を試みた。中だるみの問題 につい

ては、6年 間を第1期 か ら第IV期 に分け発達段階に応 じた教育課程の開発や異年齢集団による

ワークショップの導入で対応す ることに した。そ して、進路指導の充実のためには、教科 「進

路」を設定 し、専任の教育相談員を置いた。また、受験競争の低年齢化すなわち早期の進路選

択の課題 に対 しては、中学校への入学者選抜に抽選を導入 して工夫を図 った。

私たちのこの研究が、教育関係者や教職員の意識の変革を促 し、今後の都立高校の改革の基

本的方向の一つ とな り、東京都の教育の発展につながることを切望す るものである。
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B.学 校 間連 携
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1.主 題設 定 の理 由

現在、社会や生徒の変化に対応 して一人一人の個性や能力を伸長できる教育が要請され、生

徒の多様な能力 ・適性、興味 ・関心、進路希望等に対応す るたあ、都立高校においては多様な

選択科 目の開設を促進することが求あ られている。 しか しなが ら、普通高校において職業科 目

の設置を計画 して も、教員や施設 ・設備の問題で困難な場合が多い。また、専門高校において、

大学等への進学を希望する生徒に対応 した教育課程編成や特色ある普通科 目の開設が難 しい場

合 もある。

このようなことか ら、中途退学問題 も含あた生徒の多様な実態に適切に対応 し、履修機会を

拡大 し、都立高校の教育課程をよ り一層、多様化す るためには、学校間の連携のもとに行われ

る他校での教科 ・科 目の履修を可能 とす る制度の活用が必要であると考え られ る。

一人一人の生徒が個性や能力を伸ば し、自己実現を果たすためのきめ細かな教育を行 うため

には、弾力的なカリキュラム編成、多様な科 目選択や柔軟な単位認定が求あ られる。過去の教

育経営部会では、単位制や総合学科の研究が行われてきたが、本年度 は、学校相互の連携によ

り生徒の多様な科 目選択を進あ、その成果を進級 ・卒業認定に組み入れることを可能 とす る方

策の研究をテーマの一つとした。

少子化の影響で生徒数が急減期に入 った現在は、施設面や人的な面で、学校間連携を実施 し

やす く、また、連携を必要とする時期でもあると考え られ る。

なお、高校間連携の実践 は、すでに多 くの府県で行われてお り、一定の成果をあげている。

以下は、その実施状況 と参考例である。

*実 施状況

平 成6年 度 に実施 してい る県 ・市(12)… … 埼玉県 、千 葉県 、神 奈川県、石 川県

長野県、静 岡県、 愛知県、 兵庫県、 和歌 山県 、鳥取県 、 沖縄県、大 阪市

平 成7年 度 か ら拡充 を予定 して いる県(2)… … 静岡県 、沖縄県

平成7年 度 か ら新 たに実施予 定の県(3)… … 岩 手県、福 岡県 、佐賀県

*参 考例

千 葉県(千 葉東高通信 ・千葉 商業全 ・千葉商業 定 ・泉 高 ・憤橋 高 ・市原八 幡高 間)

静 岡県(森 高 ・周知 高間)

愛 知県(半 田高 ・半 田東高 ・武豊 高 と半 田工業 ・半 田商業間)

和 歌 山県(星 林高 ・和 歌 山商業 ・和歌 山工業 間)な ど

また、学校 間連携 を専修 学校 ・大学 ・短大へ と一・歩 押 し広げ る ことによ り、 高校 教育の枠 を

越 えて、生徒 の個性 ・能 力を伸 ば し、 それぞれの分 野での 専門性 をよ り追 求で き るシステムを

考 えた。 さらに、都立 高校 が特別 活動 と図書館 利用 の分野 での連携 ・交流 を実施 し、既存 の施

設 ・設 備、人材 の有効 活用や相 互補完 を促進 す る方策 を考 えた。
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ll.学 校 間連 携 のね らい と基 本 的 な考 え 方

次のようなね らいと基本的な考え方に基づいて、種 々の学校間連携の研究を進あた。東京都

においては、下に示す ように、各種の都立高校、専修学校 ・大学 ・短大、公立図書館が数多 く

存在 し、交通手段 も利便であるので、学校間連携を実施 しやすい状況にあると考え る。

(1)全 体のね らい

① より一層、多様で弾力的な教育課程を編成 して生徒のニーズに応え、個性を伸長す る。

② 学校間 ・生徒間の相互交流 ・相互理解を深あ、特色ある開かれた学校づ くりを推進する。

(2)基 本的な考え方

① 異なる学校の教員の持つ専門的知識 ・技術を生か し、施設 ・設備を相互に活用することに

よって、生徒の科 目選択の拡充を図るとともに、教育効果を高ある。

② 高校入学後の進路意識の変化に対応 し、生徒の適性を再発見 して、新たな学習意欲を喚起

する。

③ 実験 ・実習等による体験的な学習や課題発見 ・課題解決的学習を通 して、生徒の達成感 ・

成就感を体得させ る。

④ 学校 と地域社会の教育機能 とのネ ットワー ク化を創 り出 してい く。

都 内の都 立高校(全 日制)、 専修 学校 ・大 学 ・短 大、公 立図書館 の数

普通 高校:154商 業高校:20工 業 高校:27農 業 高校:6水 産 高校:1

家政 高校:8体 育高校:1国 際 高校:1

総合 学科高校:(開 設準備 中1)単 位制 高校:(開 設準備 中1)

専修 学校:458(専 門学校406)

国立大 学:12私 立大 学:93都 立大学:2都 立短大:3私 立短 大:75

都立 図書館:3区 立 図書館:193市 町村 立図書 館:176

(平成7年 度学校基本調査等による)

ni.法 規 上 の 根 拠

文部省は、高等学校教育の改革の推進に関する会議の報告を受 け、平成5年3月 、学校教育

法施行規則(省 令)と 高等学校通信教育規程(省 令)の 改正を行 った。いずれ も、 「高等学校

教育の個性化 ・多様化を推進すること」(初 中局長通達)を 目的としている。 この省令改正に

よって、前述のように幾つかの県で試行 的に実施 されてきた普通科と職業科、全 日制 と定時制

などの学校間連携は、制度的に可能 となった。

学校教育法施行規則は、全 日制 と全日制の連携、全 日制 と定時制の連携、定時制 と定時制の

連携を可能 とし、さらに高校 と専修学校の連携を可能 とするとともに、知識 ・技能審査の成果

を単位 に加えることを認めた。なお、高等学校通信教育規程は、従来か ら通信制 と定時制の併

修を可能 としている。

東京都において も、既に、都立新宿山吹高校定時制 と都立戸山高校定時制の併修、都立新宿
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山吹高校通信制 と都立園芸高校定時制 ・都立立川高校定時制 ・都立第一商業高校定時制 ・都立

第五商業高校定時制の併修が実施 されている。

これ らの制度を活用すれば、都立高校は、一層、科目選択の幅を広 げ、生徒の興味や関心に

基づ く学習意欲を高あ、個性に応 じた教育を進めて行 くことができる。また、高校の全課程の

修了を認あるに必要な単位の認定を弾力的に行 うことができる。

学校間連携を可能 とする関係法規 「抜粋」

◆ 学校教育法施行規則(省 令)

【他の学校における単位の認定】

第63条 の三 校長は、教育上有益 と認めるときは、生徒が当該校長の定あるとこ

ろにより他の高等学校において一部の科 目の単位を修得 したときは、当該修得 し

た単位数を当該生徒の在学す る高等学校が定あた全課程の修了を認あるに必要な

単位数の うちに加えることができる。

2前 項の規定により、生徒が他の高等学校において一部の科 目の単位を修得す る

場合においては、当該他の高等学校の校長は、当該生徒 について一部の科 目の履

修を許可することができる。

3同 一の高等学校に置かれている全 日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程

相互の間の併修については、前2項 の規定を準用する。

【専修学校における単位の認定】

第63条 の四 校長は、教育上有益 と認あるときは、生徒が当該校長の定あるとこ

ろにより専修学校の高等課程における学修その他文部大 臣が別 に定ある学修で、

当該生徒の在学する高等学校 における科 目の一部の履修 に相当するものを行 った

ときは、当該学修を当該科 目の一部の履修 とみな し、当該科 目の単位数の一部と

して認定することができる。

【知識 ・技能審査の単位の認定】

第63条 の五 校長は、教育上有益 と認めるときは、生徒が知識及び技能に関す る

審査で文部大 臣が別に定めるものに合格 したときは、当該校長の定めるところに

より当該審査の内容に対応する高等学校の科 目について当該生徒が修得 した単位

数に一定の単位数を加えることができる。

【認定単位数の限度】

第63条 の六 第63条 の3の 規定に基づき加えることのできる単位数、第63条

の4の 規定に基づき認定す ることのできる単位数及び前条の規定に基づき加える

ことのできる単位数の合計数は20を 超えない もの とする。

定時制と通信制の併修を可能 とす る関係法規

◆ 高等学校通信教育規程(省 令)

【定時制の課程又は他の通信制の課程 との併修】

第9条 実施校(通 信制の課程を置 く高等学校)の 校長は、 当該実施校の通信制の

課程の生徒が、当該校長の定めるところによ り当該高等学校の定時制の課程又は

他の高等学校の定時制の課程若 しくは通信制の課程において一部の科 目の単位を
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修得 したときは、当該修得 した単位数を当該実施校が定あた全課程の修了を認あ

るに必要な単位数の うちに加えることができる。

2定 時制の課程を置 く高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程の生徒が、

当該校長の定あるところにより当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校の

通信制の課程において一部の科 目の単位を修得 した ときは、当該修得 した単位数

を当該定時制の課程を置 く高等学校が定あた全課程の修了を認あるに必要な単位

数の うちに加えることができる。

3前2項 の規定により、高等学校の通信制の課程又 は定時制の課程の生徒(以 下

「生徒」という。)が 当該高等学校の定時制の課程若 しくは通信制の課程又は他

の高等学校の定時制の課程若 しくは通信制の課程において一部の科 目の単位を修

得する場合においては、当該生徒が一部の科 目の単位を修得 しようとす る課程を

置 く高等学校の校長 は、当該生徒について一部の科 目の履修を許可することがで

きる。

4第1項 又は第2項 の場合においては、学校教育法施行規則第63条 の三の規定

は適用 しない。

1V.組 織 と運 営

1.連 携 にお ける組織

学校 間連携を実施するためには、それを運営する組織を作る必要がある。学校間連携を運営

する組織には、基本方針の決定や各学校間の調整にあたる学校間連携推進委員会 と、各学校で

の準備を進める校内推進委員会が必要である。以下は、その具体的業務内容の一例である。

名称

委

員

会

学

校

間

連

携

推

進

構 成

企画調整部会

各校2名 で構成

教育課程部会

各校2名 で構成

具 体 的 業 務 内 容

基本方針の決定

年間計画の調整、諸問題の調整

趣意書、協定書の作成

連携科 目の決定、実施時間の調整

履修、修得、単位認定の調整

生活指導部会1生 活指導上の問題点の検討

各一 導方法

i
刷

」

名称 構 成 具 体 的 業 務 内 容 }

ii校員
内会

推

進

教務部 科 目、内容の検討、評価方法の検討

1時 間割の編成、校内内規の見直 し {
生活指導部 生活指導全般の検討

校 内内規の見直 し

倭1 事務 部1施 設 ・設 備の点検 ・整備
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2.連 携 の準備 日程

学校間連携を実施す る準備の目安 として、次のような 日程を考えた。

(前 年度)4月

6月

7月

9月

11月

3月

4月

学校間連携推進委員会発足

学校間連携協定書作成

連携科 目の決定

生徒 ・保護者へ趣意書を配布

学校間連携の説明会(生 徒 ・保護者)

趣 旨説明、連携科 目の説明

受講申し込み手続の説明

受講申し込み書の配布

受講申 し込み書の回収

開設す る講座を決定

受講申請者の決定

受講許可書の発行

受講生名簿の作成

実施要項の作成

授業開始

… 連携推進委員会 、

… 連携推進委員会

… 生徒在籍校、授業実施校

… 生徒在籍校、授業実施校

… 生徒在籍校

… 連携推進委員会

… 生徒在籍校

… 授業実施校

… 生徒在籍校

… 連携推進委員会

3.学 校 間連 携協 定書

学校間連携を実施す るに当た り、各学校間の取 り決あ事項をまとめた学校間連携協定書が必

要である。他県で実施 された事例を参考 とし、さらに、今後の展望を含み学校間連携の協定書

として、次のような具体的な例を考えた。

学校 間連 携協 定書 ＼

1学 校間連携の 目的

既存の学校における施設 ・設備、人材の有効利用 ・相互補完によ り学校教育の弾力化を

推進する。

2学 校間連携実施上の合意事項

(1)科 目の相互履修 ・修得 について

① 連携科 目、実施計画

別紙実施要項に定ある通 り。

② 履修の申請 ・許可

生徒在籍校で適当と認めた生徒の履修願いを授業実施校に提出す る。授業実施校で適 当

と認めた生徒に履修許可書を出す。年度途中の履修辞退は原則 として認めない。

③ 評価及び単位の認定 と通知1

評価は授業実施校の科 目担当者が内規 に従い行 う。定期考査の結果、学期 ・学年の評価i

は決め られた方法で連絡す る。単位の認定は生徒在籍校の校長が行 う。なお、連携科 目
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の定期考査は授業時間に実施す る。

④ 出席の確認

生徒在籍校は授業開始までに欠席者を授業実施校に連絡す る。授業実施校は授業終了後

に出席状況を生徒在籍校に連絡する。生徒在籍校の学校行事 ・部活動の公式戦等に係 る

欠席については、出席扱いとす る。

⑤ 休講の連絡 ・休講時の指導

休講 になる時は、事前に生徒在籍校に連絡す る。生徒の指導は生徒在籍校で行 う。

⑥ 学校間の移動

移動手段 ・経路は事前に届出た方法で行 う。移動途中の事故については相互に連絡を取

り対処す る。

⑦ 生活指導

授業実施校は自校の生徒 と同 じように生活指導を行 う。ただ し、服装については在籍校

の規定に従 うもの とす る。生活指導上の問題が生 じた場合は両校の担当者で協議する。

⑧ 生徒受入れの準備 ・費用

連携 に必要な経費は原則 として授業実施校で負担する。靴箱、自転車置場等は授業実施

校で用意する。

(2)特 別活動の相互参加、図書館の相互利用について

(1)の ①～⑧に準 じる。

4.学 校 間連 携実施 要項

具体的な連携科 目や受講者が決まり次第、実施要項を作成 しなければな らない。 ここでは、

実施要項の例を示す。

学校 間連携 実施要項

1連 携科 目の実施について

(1)連 携科 目名 ・担当者 ・実施計画

1連 携科 目名

福祉教養

単位数

2単 位

実施校

**高

担 当 者 実 施 計 画

****1木 曜 日13:20～1510

(2)受 講 者名簿

陣 毎 黙 「舞下 気

「
教祉

計

福

…合一

1**高 「2年lA組

上 「

氏 名

****

****

16名
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2年 間授業計画について

1学 期 2学 期 3学 期

4/13 ○ オリエンテーション 9/7 O 1/11 O
20 0 14 0 18 0
27 O 20 0 25 0

5/4 (休 日) 28 O 2/1 0
11 0 10/5 0 8 0
18 0 12 O 15 0
25 ○中間考査 19 0 22 O

6/1 (休 日) 26 ○中間考査 29 0
8 0 11/2 0 3/7 ○学年末考査

15 0 9 0 14 0

22 0 16 0
29 0 23 (休 日)

7/6 ○期末考査 30 0
12 0 12/7 ○期末考査

14 O

3成 績 につ いて

(1)評 価及 び単位の認定

学 校 間連携 協定書の通 り。

(2)成 績の通知

授業 実施校 は各学 期の成績 ・出席の 記録 を下記の期 日まで に生徒 在籍校 に通 知す る。

1学 期 …7/142学 期 …12/163学 期 …3/15

V.高 校 間連 携 のモ デル

1.

(1)ね らい

① 普通科 にお ける職業教育 の充実 を図 る。

② 職業科 にお ける普通教育 の充実 を図 る。

③ 望 ま しい勤 労意識 ・職業 意識の酒養 と、

幅広 い知識 と視 野を身 に付 ける。

(2)連 携科 目

① 普通 科(a)芸 術:

(b)3年 の選択科 目

・国語:

・地歴:

・公民:倫 理、政 治 ・経済等

普通科 と職業科(工 業科 ・商業科)と の学校間連携

普通科A校
77R

//＼ ＼

Z 業科B校 商業科C校

音 楽 、美 術 、 書 道 、 工 芸(各1・H。 皿)

国語表現 、現代 文、現代語 、古典II等

世 界史B、 日本 史B、 地理B等
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② 工業科

③ 商業科

(3)対 象生徒

・数 学:数 学m 、 数 学A・B・c等

・理 科:物 理H 、 化 学n、 生 物n、 地 学IA・IB等

・英 語:オ ーラルコミュニケーションA・B・C 、 リーデ ィ ン グ、 ラ イ テ ィ ン グ等

・外 国 語:ド イ ツ語 、 フ ラ ンス 語 、 中 国 語 、 朝 鮮 語 等

・そ の 他 、 特 色 あ る科 目

工 業 に 関 す る専 門科 目:自 動 車 工 学 、 電 気 基 礎 、 ソ フ トウ ェア 技 術 等

商 業 に 関 す る専 門科 目=流 通 経 済 、 簿 記 、 税 務 会 計 等

① 普通 科で は、就職 を希望す る生 徒 で、特 に、実務 ・実習 を身 に付 けた い2・3年 生

② 職業 科で は、在籍 校の課程 では履修 で きない普通 教科 ・科 目を学習 したい2・3年 生

(4)時 間割 のモ デル

実 施学年 は2・3学 年 と し、2時 間連 続 、通年実 施の2単 位 とす る。 ただ し、3学 年 では、

2科 目4単 位 までの履修 を可能 と した。

業実施

対象学 ・

A普 通高校の

連携科 目

B工 業高校の

連携科 目

C商 業高校の

連携科 目

実施 曜 日 ・時 程

第2学 年 音 楽H、 美 術H

書 道II、 工 芸n

電子情報技術 文書処理 木 曜 日5・6

時 限

第3学 年 3年 の選択科 目 工業に関する

専門科 目

商業に関す る

専門科目

火 曜 日5・6

時 限

3年 の選択科 目 工業に関する

専門科 目

商業に関す る

専門科目

金 曜 日5・6

時 限

2.普 通 科 と普 通 科 との 学 校 間 連 携

(1)ね らい

① 生徒在籍校 に 開設 されて いない講座 の選択 を可能 とす る。

② コー ス制 に開講 されてい る特色 あ る教 科 ・科 目の 講座 の受 講を 可能 とす る。

③ 多様な生徒 の興味 ・関心 に応 え、学習 意欲 を助長す る。

(2)連 携科 目

① 在籍 校で は教職員 配置の都合 や選択希 望者 が少な いな どの理 由で、 開講 されて いない

科 目

例:地 理A・B、 地 学IA・IB、 工芸1・H・m、 書道1・H・ID、 被服 、食物 、保育

② 一部の高校 に置か れてい る特色 あ る科 目

例:ド イ ツ語 、 フラ ンス語 、 中国語、朝鮮 語 、 ロ シア語、 スペイ ン語 、簿 記

③ コース制 に置かれ てい る特色 あ る科 目

例:デ ザ イ ン ・絵画 ・彫刻 な どの 美術 関係科 目、社会 福祉 ・児童福祉 な どの福祉 関係

科 目、基礎 医学 ・看護 ・公衆 衛生 な どの看 護 関係 科 目、国際 関係 ・比較 文化 ・外

国事情な どの国際 関係科 目、 ス ポー ツな どの体育 関係科 目、情報処 理 ・文書処理

な どの情報 処理関係科 目
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(3)対 象生徒

① 当該 科 目に興味 ・関心を持 ち、意欲 を持 ってい る生徒

② よ り一層専 門 的な知 識 ・技能 を身 につ けたい生 徒

(4)時 間割 のモ デル

普通科 と職 業科 との連携 の場合 に準ず る。(P.19参 照)

3.全 日制 普 通 科 と定 時 制 普 通 科 と の 学 校 間 連 携

(1)ね らい

① 在籍 校 で開講 され ていな い講 座の選択 を可能 とす る。

② 全課程 の修 了 に必要 な単位 を他の学校 で補充す る ことを可能 とす る。

(2)連 携科 目

① 教職 員配置 の都合等 で、在籍 校で 開講 され ていな い科 目

例:地 理A・B、 地 学IA・IB、 芸術(音 楽 、美術 、工芸、書 道各1・II・ 皿)

② ①以 外 で連 携可能 な科 目

例:国 語表現 、現代文 、古典講読 、世界史A・B、 日本史A・B、 政治 ・経 済、

物理IA・IB、 化学IA・IB、 生物IA・IB、 オ ー ラル コ ミュニ ケー シ ョ ン

A・B・C、 リー デ ィング、 ライ テ ィング

(3)対 象生徒

① 全 ・定 ともに第2学 年以 上 とす る。

② 単位 制 ・定 時制で3年 修 業の生 徒 につ いて は、 第1学 年 か らで も受 け入 れ る。

(4)時 間割 のモデル

全 日制 では、5～6時 限。定 時制で は、0時 限(16:00～16:50)～4時 限まで とす る。いず れ

も通年 実施 とす る。

4.生 涯 学 習 講 座 の活 用

(1)ね らい

都立 新宿 山吹高校で は、多様な 学習要望 に応え る とい う視点か ら、生涯学 習講座 を設 け、都

民 だけでな く、 新宿 山吹高校 の生徒 な どに対 して も開放 し、講座修 了者 に単 位 を認 定 し、 科 目

互換 を行 って いる。 こ こでは、そ れを一層拡 大 し、現状 では認め られ て いない全 日制高校 の生

徒 に も開放す る ことを検討 し、方 向性を示 した。

(2)講 座 と互換科 目。単位 は2単 位 。

講 座 互換科 目 講 座 互換科目 講 座}互 換科 目

話 し言葉教室 国語表現 健康教室 保健
1

ペ ン字 教室1書 道1

生活 と文学1現 代文一一 ス トレ ッチ体操 体育 英会話1-『 一「牙=5冗 天

コー ラ ス 音 楽1 ジ ヤズダ ンス 体育 料理教室 一一「動 「
生活 と環境1地 学IA 絵画教室 美術1 パソコン基礎 禰 里

(3)対 象生徒

① 新宿 山吹高校の生徒 ② 連携校の生徒
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(4)時 間割 のモデル

日曜 日。1時 限を9:00開 始 とす る。

(5)検 討課題

講座 担 当者が教員 免許状 を持た ない場 合 な ど、今後 の検討課題 で あ る。

Vl.専 修 学 校 ・大 学 ・短 大 との 連 携

高校 の授業 内容を十分理 解 し、 よ り高度 な知識 や技術 を身 に付 けた い と考 えて い る生徒 の た

あ に、専 修学校 ・大学 ・短 大 との連携を考 えた。 この こ とは、個 々の生徒 の能力 や個性 にあ っ

た教育 を実現 させ るたあに も、有用な システ ムで あ る。 ここで の連携で は、生徒 が高校 か ら専

修学校 、大学 や短大へ 講義 を受 けに行 くこ とに絞 り、専修 学校 ・大学 ・短大生 が高校 の授業 を

受 け るこ とは考 えて いない。

1.専 修 学校 との連携

専修学校との連携では、高校の設備では生徒のニーズに応え られない内容の講義や、高校の

講義内容では生徒が希望 している資格を取得できない講義が対象 となる。専修学校の講義を受

講することによって、 より高度な技能を身 に付けた り、専門的な資格の取得を目的と している。

また、専修学校 との連携では、法令によって単位修得の道 も開かれている。

2.大 学 ・短 大 との 連 携

文部 省 は平 成6年3月 に、教育上 の例 外措置 に関す る調査協 力者会議 の最終 報告 を受 け、 平

成6年 夏 に名 古屋大 学を は じ.一 つ の機 関 を調 査研究 協力校 に指定 した。 この こ とに よ り、 高

校 と大学 との連携協 力の機運 は高 ま った といえ る。

大学や 短大 との連 携で は、 よ り高 度な知識 を習得 した い生徒 を対象 とす る。 この連 携 は、生

徒 の個性 を伸 ば し、生徒 の興味や特 性 にあ った教育 のた め に必要 な システムで あ る。

単位修 得 につ いて は、校 長が認定 すれ ば よい とい う考 え方 もあ るが、現 時点 では、法 的な根

拠 はな い。 しか し、名 古屋 大学 の ように、大学入学 した後 で 当該 生徒 に単 位を認 あ るケース も

あ る。

こ こで は、連携 の形態 と単位 の認定 につ いての考 え方 を述べ る。

(1)連 携 の形態 につ いて

① 大 学 ・短大 の正規 の講座 を受 講す る。

(a)科 目…大学 ・短 大で は一般 教養 的な講義 や高校生 に と って はや や高度 な専門科 目を受講

で きるよ うにす る。大学 で は主 に1・2年 次 に履修す るように指定 されてい る講 座 、

短大で は1年 次 に履修す る よ うに指 定 され て いる講座が適 当で あ る。

(b)利 点 …C大 学 ・短大 は特 別な講座 を用意す る必要 は な く、負担 とはな らない。

○大学 ・短大 の教員 は 自分 の学校 で講義 が行 え るので、施 設 ・設備を有効 に使 う

ことがで き る。

○大学 生 と一緒 に受講 でき るので、高校生 に とって刺激 にな る。
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(c)課 題…●高校生が希望する講座が受講可能な時間帯にあるとは限 らない。

② 大学 ・短大 が連携用 に用意 した講座 を受 講す る。

(a)科 目…連携用 に特別 に用意 した科 目で実施す る。

(b)利 点…○大 学 ・短大 が高校の 時間 に合 わせて 、講座の 時間を設定 で きるので 、連携 しや

す い。

0高 校 生 向けに、内容 を噛み砕 いた講義 にす るこ とがで き る。

(c)課 題 …●大 学 ・短大 の授業 に高校 の発展 的な科 目が数多 く開設 され、 自由 に選択 で き る

システ ムが必 要であ る。

●高校生 向けに易 しい内容 に な って しま うお それ があ る。

● 曜 日 ・時間帯 を相 互 に調 整す る必 要が あ る。

③ 大学 ・短大 の公 開講座 を受 講す る。

(a)科 目…公 開講座 の 内容 と高校の学 習 内容 と密接な 関係の あ る科 目とす る。

(b)利 点 …0学 校 が休みの 日に行 われ る場合 が多 いの で、対応 は容易 であ る。

○一般 市民 向けや、高校生 向 けの公開講座 があ るので、大学 の教 員の負 担が少 な

い。

(c)課 題 …● 高校 の1単 位 と して認 める たあに は、 日数や 時間が不足す る こと も考 え られ る。

そのため 、大 学 ・短大 は現在 の公 開講座 の 内容 を充実 させ 、 よ り中身 を増や し

て時間を多 くす る必要 があ る。

④ 大 学 ・短大 の教員を 高校 に招 いて講 座 を開講す る。

(a)科 目…連携 用 に特別 に用意 した科 目を7・8時 間 目の時間帯 に組み込 む。 単位 と しては、

!日2時 間 の授 業を半年実 施 した ときに1単 位 とす る。

(b)利 点 …○生徒 が移動す るこ とな く受講 で きるので、生徒へ の負担 が少 ない。

○高校の所在地 か ら遠 く離 れ た大 学 との連 携が可能 にな る。

(c)課 題 …●大学 ・短大 の設備 ・施設 を使 わな くて も講義可能 な講座 しか用 意で きない。

●大学 ・短大 の教員が 高校 まで 出張 して こな けれ ばな らず 、負担 がか か る。

(2)単 位認定 方法 につ いて

① 高校の単位 とす る。 大 学の単位 とは しない。

(a)利 点 …○得意 な分 野の学習 の成果を 、高校 の全課程 の修 了 に必要 な単位 数 に加 え る こと

がで き る

(b)課 題 …●大学 ・短大 に進学後 、同 じ科 目を もう一度受講 しな けれ ばな らな い可能性が あ

る。

② 大 学 ・短 大の単位 とす る。… …… 高 校の単位 とはな らず 、 当該大 学 ・短 大 に入学 した と

きに初め て有効 にな る。

(a)利 点 …○大学へ進 学 した後、 高度 な 専門科 目が早あ に履 修で き るよ うにな る。

(b)課 題 …●連携 した大 学 ・短大以外 の 大学 ・短 大に進学 した場合 、大学 ・短大 間の単位 互

換が課題 とな る。
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VII.特 別 活 動 ・学 校 図 書 館 の 連 携 ・交 流

1.特 別 活 動

特別 活動 は、ホー ムルー ム活動 、 クラブ活動、生徒 会活 動及 び学校行 事 によ って構成 され る。

ホームルー ム活 動及 び クラブ活動 は履修す べ き単位 時間数 は定あ られ てい るが、 これ ら特 別活

動 は単位 修得の認 定(評 定)と 係わ らず、 学校 間 もし くは他 の施設 ・団体 との連携 ・交流 が、比

較 的容 易に行 え る活動 であ る。

(1)ク ラブ活動 と部活動

クラブ活動 はいわゆ る 「必 修 クラブ」 であ り、現行 学習指導 要領 で は部 活動 を クラブ活 動 に

代 替で きる ことにな ってい る。

クラブ活動 や部 活動 は、多様 な生徒 のニ ーズに応え る には、指導者 不足 とい う問題 を抱 えて

い る面が ある。特 に、学校が小規 模 になれ ば、 この問題 は深刻 に なる こ とが予想 され る。

また、 チームプ レイを必 要 とす る部 活動の 中には メ ンバ ー不足 の たあ に廃 部 にな る ものが 増

えてい る。多様 な生徒 のニ ーズを優先 させれば、指 導者 の確保 が問題 とな る。学校 間の連 携 は

ここに大 きな意 義が あ る。 複数 の都立 高校 が連 携 して部活 動を行 い、大 会 に参加す る ことは、

意義 のあ る ことであ る。現 状で は、大会 な どを運営 す る組織 は、 この よ うな 「連携 チーム」 の

出場 をほ とん ど認あて いないが、今 後、連携 チー ムの参加 を積 極 的に進 あ るよ う弾力 的にす る

必要が あ る。

さ らに、学校 での部活動 が維 持 で きな い とすれ ば、学 校 は社 会教育 や民 間の 団体 との連携 を

図 る必要 があ る。生徒 の 中には、地域 の スポーツ団体 やボ ラ ンテ ィア団体 に参加 してい る もの

も多 く、学校 で の部 活動 と同様 の成果 を上 げて い る もの もいる。現行 学習指 導要領 は、 これ を

クラブ活動 の代替 と認 あて いないが 、一考す る時機が きて いるので はな いか と思われ る。

(2)学 校行事

生徒 会活動 や委員会 活動 が生徒 によ って 自主 的に運営 されて い る学 校 は少 ない といえる。学

校 間の交流 は、 この活動 を活性化 す るの に役立つ もの と思 われ る。特 に、少子化 に伴 う学校の

小規模 化 は、行 事の縮小 ・廃 止等 、 内容 の再検 討 を迫 られ るこ とにな る。文化祭,体 育祭,合

唱祭等 の行 事 を連携 して行 うことは、行事 の活性化 とそれ に係 る生 徒会 活動等 の活性 化 に大 き

な役割 を果 たす ものにな る。

2.学 校 図書 館

高校,専 修 学校,大 学,短 大 との 間で授業の連携 が行 われ る場 合 、授業実施 校 は他 校生徒 の

施 設使 用 を認 あ る ことにな るが、 当然 、施設の 中に図 書館 も含 まれ るべ きで 、他校生 徒が 自校

生 徒 と同等 の利 用がで きる こ とが望 ま しい。 ここで は、 さ らに発 展 的に学校 図書館の連 携 一ネ

ッ トワー ク化の課題を考 えてみ た。

都立 図書館3館(中 央 ・日比谷 ・多摩)は 、現在 、 メ トロポ リタ ン ・ライブ ラ リー ・コ ンピ

ュータ ・システム(METLICS)に よ って、オ ンライ ンで結 ばれ てい る。 この構想 がで き

た 頃には、都立 高校 図書館 に も端末 を置 いて、資料検 索が でき る ようにな る計画 であ った。 こ

の計画 は構 想の ままにな ってお り、CD-ROMを 使 ったオ フライ ンの連携 が都 内公立 図書館
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との間で行 われて い るだけであ る。

全国的 には、 まだ数 少な いが、各地 で公 立図書館 と公立 学校 図書館 の連携 が進あ られて る。

文部省 は、 「学校図書 館 に様 々な情 報 ソ フ ト及び情報 手段 を整備 し、公共 図書 館等 とのネ ッ ト

ワー ク化を 図 ることに よって 、学校図書館 の活性化 に資す る」を趣 旨と し、平 成7年 度か ら3

年 間、小学校3校 、 中学校2校 、高校1校 及びセ ンター 図書館 を標準規 模 と した情 報化 モデル

地域 を志賀 町(石 川)な ど5地 域 に指定 し、 この課題 に取 り組 んで いる。

都立 高校の 図書館 は比較 的蔵書 に恵 まれ てい るが、本 ・雑 誌以外 の メデ ィアの多様 化の 中で 、

「学習 情報セ ンター 」化の よ うな課題 は、単館で は対 応 しきれな い もので あ る。既 存の公立 図

書館 を利用す るか、新 た に 「学校 図書館 セ ンタ ー館 」を設 けるか、 どち らに して も、 それ らを

核 と した学校 図書館 間のネ ッ トワー クを構 築す る ことが求 め られ る。 また、情 報セ ンター と し

て の役 割 を果 たすた あ に学校 図書館 を イ ンテ リジ ェン ト化す るこ とは、情報化 社会 のなか で主

体 的に学習で き る生徒 を育成す るため に も必 要な ことと考 えれれ る。

VIII.ま とめ と今 後 の 課 題

学校 間連携で は、特色 あ る開かれ た学校作 りの一環 と して、 その モデルケ ースを種 々具体 的

に考察 して来 た。 この試 み はすで に他県で も実 施 に移 され、概 ね好評 を得て お り、東 京都で の

実施 も期 待 され てい る ところであ る。

本研究 で は、他 県で の例 に学 びなが らも、高校間連携 において、 よ り多様 な選択教 科 ・科 目

が学べ る ように連 携科 目数 の充実 に努め た。 また、教科 ・科 目の単位 の修得 の弾力化 のため に、

全定 間の学校 間連 携の実施 も考え た。 また、連携 を専修 学校 や大学 ・短 大 との連 携へ とその 幅

を拡大 した。 さ らに、特別 活動 と図書館利用の 面での連携 も加 味 した。

今後 の課題 と して は、都立 高校が この制度を 可能な 限 り活用す ると ともに、 その ための教 育

課程や 内規 の整備 を行 うことが望 まれ る。 それ と同時 に、国 において は、地 域 の公 共施設 や 民

間企業 との連携 へ と連携 幅を押 し広 げ、生 徒が、 ボ ラ ンテ ィア活 動、実務 ・実習 な どの体 験 的

活動がで き、かつ、 その成果 が単位 と して認定 され る法整 備が求 め られ る。大学 ・短大 との連

携 による単位 認定の 法整備 も課題 の一つ であ る。

また、経済 同友会 が、平成7年4月 に、 「学校 か ら 『合校 』へ 」 と題す る提言 を行 って い る

が、今後 は、 この提 言で主張 されて いるよ うに、学 校の コ ンセ プ トを考え直 し、学 校 ・家 庭 ・

地 域社会 の役 割 と責任 を 自覚 し、知恵 と力 を 出 し合 い、新 しい学 びの場 を創 造す る こ とも大切

であ る。

おわ りに

今年 度、私 た ちが選 んだ テーマは、 「学校 間相互 の接続 」や 「教育 制度一ヒの例外措 置」 な ど、

第15期 中央教 育審議 会に諮 問 され た課題 と図 らず も重な る ところが あ ったが、 も し、 この研

究 報告書 に著 した高等学校 教育 改革の方策 が実 現の 方向 に進 む もので あれば 、研 究員 一 同の喜

びであ る。
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